
 
 
 

 

 

 

 

雇用保険法施行規則等の一部

を改正する省令案要綱 

資料 No.1-1 
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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

雇
用
関
係
助
成
金
の
見
直
し

一

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

１

労
働
移
動
支
援
助
成
金
制
度
の
改
正

労
働
移
動
支
援
助
成
金
か
ら
中
途
採
用
拡
大
コ
ー
ス
奨
励
金
を
除
外
し
、
新
た
に
創
設
す
る
中
途
採
用
等
支
援
助
成

金
の
一
部
と
す
る
こ
と
。

２

六
十
五
歳
超
雇
用
推
進
助
成
金
制
度
の
改
正

高
年
齢
者
雇
用
環
境
整
備
支
援
コ
ー
ス
を
廃
止
す
る
こ
と
。

(一)

高
年
齢
者
評
価
制
度
等
雇
用
管
理
改
善
コ
ー
ス

雇
用
す
る
高
年
齢
者
の
雇
用
の
機
会
を
増
大
す
る
た

を
創
設
し
、

(二)
め
の
雇
用
管
理
制
度
の
見
直
し
等
の
措
置
を
実
施
し
た
事
業
主

当
該
措
置
の
実
施
に
要
し
た
費
用
（
人
件

に
対
し
、

費
を
除
く
。
）
の
額
又
は
三
十
万
円
の
い
ず
れ
か
低
い
額
（
当
該
事
業
主
に
対
す
る
最
初
の
支
給
に
当
た
っ
て
は
、

三
十
万
円
）
の
百
分
の
四
十
五
（
事
業
所
の
労
働
生
産
性
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と
し
て
職
業
安
定
局
長
、
雇
用
環

境
・
均
等
局
長
及
び
人
材
開
発
統
括
官
が
定
め
る
要
件
（
以
下
「
生
産
性
要
件
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
事
業
主
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に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
六
十
）
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
六
十
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業

支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

主
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
七
十
五
）
）
に
相
当
す
る
額
を

３

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
制
度
の
改
正

生
活
保
護
受
給
者
等
雇
用
開
発
コ
ー
ス
助
成
金
制
度
の
改
正

(一)

生
活
保
護
受
給
者
等
雇
用
開
発
コ
ー
ス
助
成
金
の
支
給
対
象
を
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
六
十
五
歳
未
満

の
求
職
者
で
あ
っ
て
、
職
場
適
応
訓
練
受
講
求
職
者
で
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
、
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
と

し
て
雇
い
入
れ
る
事
業
主
と
す
る
こ
と
。

イ

生
活
保
護
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
護
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

都
道
府
県
、
市
（
特
別
区
を
含
む
。
）
又
は
社
会
福
祉
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
祉
に
関
す
る
事

(イ)
務
所
を
設
置
す
る
町
村
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
が
就
労
の
支
援
に
関
し
て
都
道
府
県
労
働
局
又

は
公
共
職
業
安
定
所
と
締
結
し
た
協
定
に
基
づ
く
要
請
を
行
い
、
公
共
職
業
安
定
所
が
一
定
期
間
職
業
紹
介
、

職
業
指
導
等
の
支
援
（
以
下
「
公
共
職
業
安
定
所
の
就
労
支
援
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該

公
共
職
業
安
定
所
の
就
労
支
援
を
受
け
た
期
間
が
雇
入
れ
の
日
に
お
い
て
三
箇
月
を
超
え
る
も
の
（
以
下
「
被
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就
労
支
援
者
」
と
い
う
。
）

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
護
者
就
労
支
援
事
業
（
以
下
「
被
保
護
者
就
労
支

(ロ)
援
事
業
」
と
い
う
。
）
の
対
象
者
で
あ
っ
て
、
当
該
支
援
を
受
け
た
期
間
が
雇
入
れ
の
日
に
お
い
て
三
箇
月
を

超
え
る
も
の

雇
入
れ
日
に
お
い
て
公
共
職
業
安
定
所
の
就
労
支
援
及
び
被
保
護
者
就
労
支
援
事
業
に
よ
る
支
援
を
受
け
た

(ハ)
期
間
が
通
算
し
て
三
箇
月
を
超
え
る
者

ロ

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
活
困
窮
者
（
都
道
府
県
等
が
同
条
第
二
項
第
三
号
に

規
定
す
る
計
画
の
作
成
を
行
っ
た
者
（
当
該
計
画
に
つ
い
て
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
第
一
条
の
規

定
に
基
づ
き
当
該
計
画
に
記
載
さ
れ
た
達
成
時
期
が
到
来
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

被
就
労
支
援
者

(イ)

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
（
就
労
の
支
援
に
関
す
る
事
業
に
限
る

(ロ)
。
以
下
同
じ
。
）
の
対
象
者
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
に
よ
る
支
援
を
受
け
た
期
間
が
雇
入
れ
の
日
に
お
い
て
三
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箇
月
を
超
え
る
も
の

雇
入
れ
の
日
に
お
い
て
公
共
職
業
安
定
所
の
就
労
支
援
及
び

の
事
業
に
よ
る
支
援
を
受
け
た
期
間
が
通
算

(ハ)

(ロ)

し
て
三
箇
月
を
超
え
る
者

（
略
）

(二)
４

ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
助
成
金
制
度
の
改
正

一
般
ト
ラ
イ
ア
ル
コ
ー
ス
助
成
金
の
安
定
し
た
職
業
に
就
く
こ
と
が
困
難
な
求
職
者
に
係
る
要
件
の
う
ち
、
就
労
の

経
験
の
な
い
職
業
に
就
く
こ
と
を
希
望
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
要
件
及
び
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校

等
を
卒
業
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
三
年
以
内
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
卒
業
後
に
お
い
て
安
定
し
た
職
業

に
就
い
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
要
件
を
削
除
し
、
四
十
五
歳
未
満
か
つ
安
定
し
た
職
業
に
就
い
て
い
な
い

者
で
あ
っ
て
、
公
共
職
業
安
定
所
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
等
に
お
い
て
就
労
に
向
け
た
支
援
と
し
て
職
業
安
定
局
長
が

定
め
る
も
の
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
要
件
を
追
加
す
る
こ
と
。

５

中
途
採
用
等
支
援
助
成
金
制
度
の
創
設

生
涯
現
役
起
業
支
援
助
成
金
を
生
涯
現
役
起
業
支
援
コ
ー
ス
奨
励
金
と
し
、
Ｕ
Ｉ
Ｊ
タ
ー
ン
コ
ー
ス
奨
励
金
を
創

(一)
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設
し
、
こ
れ
ら
及
び
労
働
移
動
支
援
助
成
金
か
ら
除
外
し
た
中
途
採
用
拡
大
コ
ー
ス
奨
励
金
を
中
途
採
用
等
支
援
助

成
金
と
す
る
こ
と
。

中
途
採
用
拡
大
コ
ー
ス
奨
励
金
制
度
の
改
正

(二)

中
途
採
用
拡
大
コ
ー
ス
奨
励
金
に
つ
い
て
、
雇
入
れ
の
日
に
お
い
て
六
十
歳
以
上
で
あ
っ
て
職
業
安
定
局
長
が
定

に
対
し
、

支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
を
雇
い
入
れ
た
事
業
主

七
十
万
円
を

Ｕ
Ｉ
Ｊ
タ
ー
ン
コ
ー
ス
奨
励
金
制
度
の
創
設

(三)

Ｕ
Ｉ
Ｊ
タ
ー
ン
コ
ー
ス
奨
励
金

イ
に
該
当
す
る
事
業
主
に
対
し
て
、
ロ
に
掲
げ
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す

は
、

る
こ
と
。

イ

移
住
者
（
地
域
再
生
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
同
法
第
五
条
第

四
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
業
（
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
交
付
金
を
充
て
て
行
う
事
業
に
限
る
。
）
と
し
て

地
方
公
共
団
体
が
支
給
す
る
移
住
に
係
る
支
援
金
の
支
給
を
受
け
た
者
（
新
規
学
卒
者
等
を
除
く
。
）
を
い
う
。

）
の
募
集
及
び
採
用
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
移
住
者
採
用
計
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
都
道
府
県
労
働
局
長

の
認
定
を
受
け
、
当
該
計
画
の
期
間
内
に
、
一
人
以
上
の
移
住
者
を
新
た
に
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
と
し
て
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雇
い
入
れ
る
事
業
主

ロ

移
住
者
採
用
計
画
に
基
づ
く
募
集
及
び
採
用
に
要
し
た
経
費
（
人
件
費
を
除
く
。
）
の
三
分
の
一
（
中
小
企
業

事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
二
分
の
一
）
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
百
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
百
万
円
）

６

（
略
）

７

人
材
確
保
等
支
援
助
成
金
制
度
の
改
正

働
き
方
改
革
支
援
コ
ー
ス

に
該
当
す
る
事
業
主
に
対
し
て
、

に
掲
げ
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す

を
創
設
し
、
(一)

(二)

る
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

(一)
イ

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る

時
間
外
労
働
等
改
善
助
成
金
の
支
給
を
受
け
た
中
小
企
業
事
業
主
（
働
き
方
改
革
の
た
め
に
人
材
の
確
保
が
特
に

必
要
な
も
の
と
し
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
事
業
所
に
お
け
る
人
材
配
置
の
変
更
、
労
働
者
の
負
担
軽
減
そ
の
他
の
雇
用
管
理
の
改
善
に
係
る
計
画
を

都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。
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ハ

ロ
の
計
画
の
実
施
に
当
た
り
、
被
保
険
者
と
な
る
労
働
者
を
新
た
に
雇
い
入
れ
、
一
年
以
上
継
続
し
て
雇
用
す

る
見
込
み
で
あ
り
、
か
つ
、
労
働
者
に
対
し
て
適
切
な
雇
用
管
理
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
当
該
規
定
に
定
め
る
額
（
十
人
を
超
え
て
雇
い
入
れ
た

(二)
場
合
は
、
イ
及
び
ロ
で
合
わ
せ
て
十
人
分
ま
で
の
額
）

イ

ハ
の
雇
入
れ
に
係
る
者
（
短
時
間
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
た
者
を
除
く
。
）

一
人
に
つ
き
、
六
十
万
円

(一)

ロ

ハ
の
雇
入
れ
に
係
る
者
（
短
時
間
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
た
者
に
限
る
。
）

一
人
に
つ
き
、
四
十
万
円

(一)に
該
当
す
る
事
業
主
が
、
当
該
助
成
金
を
受
け
、
か
つ
、
次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
、

(三)

(一)
当
該
事
業
主
に
対
し
、

ハ
の
雇
入
れ
に
係
る
者
一
人
に
つ
き
、
十
五
万
円
（
短
時
間
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る

(一)

場
合
に
は
、
一
人
に
つ
き
、
十
万
円
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

イ
及
び
ロ
で
合
わ
せ
て
十
人

(二)

分
ま
で
の
額
を
上
限
と
す
る
こ
と
。

イ

生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

ロ

ロ
の
計
画
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
事
業
所
の
雇
用
管
理
の
改
善
に

(一)
関
す
る
要
件
と
し
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。
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８

（
略
）

９

障
害
者
雇
用
安
定
助
成
金
制
度
の
改
正

障
害
や
傷
病
治
療
と
仕
事
の
両
立
支
援
コ
ー
ス
助
成
金
及
び
中
小
企
業
障
害
者
多
数
雇
用
施
設
設
置
等
コ
ー
ス
助
成

金
を
廃
止
す
る
こ
と
。

生
涯
現
役
起
業
支
援
助
成
金
制
度
の
改
正

10

生
涯
現
役
起
業
支
援
助
成
金
に
つ
い
て
、
新
た
に
創
設
す
る
中
途
採
用
等
支
援
助
成
金
の
一
部
と
す
る
こ
と
。

（
略
）

11

地
域
雇
用
開
発
助
成
金
制
度
の
改
正

12

戦
略
産
業
雇
用
創
造
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
廃
止
に
伴
い
、
地
域
雇
用
開
発
コ
ー
ス
奨
励
金
の
対
象
事
業
主
か
ら
戦
略

(一)
産
業
雇
用
創
造
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
す
る
事
業
主
を
削
除
す
る
こ
と
。

地
域
雇
用
開
発
コ
ー
ス
奨
励
金
の
熊
本
県
内
に
居
住
す
る
求
職
者
（
雇
入
れ
に
伴
い
熊
本
県
内
に
住
所
又
は
居
所

(二)
の
変
更
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
雇
い
入
れ
る
事
業
主
を
対
象
と
す
る
暫
定
措
置
に
つ
い
て
、
平
成

三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
。
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地
域
雇
用
活
性
化
推
進
事
業
の
創
設

13

実
践
型
地
域
雇
用
創
造
事
業
を
廃
止
し
、
地
域
雇
用
活
性
化
推
進
事
業
を
創
設
す
る
こ
と
。

（
略
）

14

戦
略
産
業
雇
用
創
造
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
廃
止

15

戦
略
産
業
雇
用
創
造
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
廃
止
す
る
こ
と
。

通
年
雇
用
助
成
金
制
度
の
改
正

16

通
年
雇
用
助
成
金
の
暫
定
措
置
で
あ
る
季
節
労
働
者
の
移
動
就
労
に
係
る
経
費
、
休
業
に
係
る
経
費
及
び
試
行
雇
用

終
了
後
の
常
用
雇
用
に
係
る
経
費
に
対
す
る
助
成
に
つ
い
て
、
三
年
間
延
長
す
る
こ
と
。

二

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

建
設
分
野
若
年
者
及
び
女
性
に
魅
力
あ
る
職
場
づ
く
り
事
業
コ
ー
ス
助
成
金
制
度
の
改
正

(一)

全
国
的
な
建
設
事
業
主
団
体
等
に
対
す
る
支
給
上
限
額
を
三
千
万
円
と
す
る
こ
と
。

建
設
労
働
者
認
定
訓
練
コ
ー
ス
助
成
金
制
度
の
改
正

(二)

中
小
建
設
事
業
主
に
対
す
る
支
給
額
に
つ
い
て
、
認
定
訓
練
を
受
け
さ
せ
た
建
設
労
働
者
一
人
に
つ
き
、
三
千
八
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百
円
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
中
小
建
設
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
四
千
八
百
円
）
に
、
当
該
認
定
訓
練
を
受
け
さ

せ
た
日
（
人
材
開
発
支
援
コ
ー
ス
助
成
金
等
の
支
給
の
対
象
と
な
っ
た
日
に
限
る
。
）
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
こ
と
。

平
成
三
十
一
年
度
中
に
開
始
す
る
技
能
実
習
を
受
け
さ
せ
た
建
設
労
働
者
が
、
能
力
、
経
験
等
に
応
じ
た
処
遇
を

(三)
受
け
る
た
め
の
取
組
を
行
っ
て
い
る
者
と
し
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
建
設
労
働
者

技
能
実
習
コ
ー
ス
助
成
金
の
支
給
額
に
つ
い
て
、
当
該
技
能
実
習
を
受
け
さ
せ
た
建
設
労
働
者
一
人
に
つ
き
、
七
千

三
百
十
五
円
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
中
小
建
設
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
九
千
六
十
五
円
）
（
特
定
小
規
模
建
設

事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
八
千
三
百
六
十
円
（
生
産
性
要
件
に
該
当
す
る
特
定
小
規
模
建
設
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
一

万
三
百
六
十
円
）
）
に
、
当
該
技
能
実
習
を
受
け
さ
せ
た
日
数
（
一
の
技
能
実
習
に
つ
い
て
、
二
十
日
分
を
限
度
と

す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
こ
と
。

三

地
域
雇
用
開
発
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

実
践
型
地
域
雇
用
創
造
事
業
の
廃
止
及
び
地
域
雇
用
活
性
化
推
進
事
業
の
創
設
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

四

職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
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実
践
型
地
域
雇
用
創
造
事
業
の
廃
止
、
地
域
雇
用
活
性
化
推
進
事
業
の
創
設
及
び
戦
略
産
業
雇
用
創
造
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
廃
止
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

雇
用
関
係
助
成
金
に
係
る
不
正
受
給
対
策
の
強
化

一

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

１

不
支
給
期
間
の
延
長
及
び
対
象
の
拡
大

現
在
、
過
去
三
年
以
内
に
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
、
雇
用
調
整
助
成
金
そ
の
他
の
雇
用
保
険
法
第
四
章

(一)
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
給
付
金
（
以
下
「
雇
用
調
整
助
成
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ

う
と
し
た
事
業
主
又
は
事
業
主
団
体
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
に
対
し
て
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第
百
二
十
条
に
規

定
す
る
雇
用
関
係
助
成
金
及
び
同
令
第
百
三
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
雇
用
関
係
助
成
金
（
以
下
こ
の
一
に

お
い
て
「
雇
用
関
係
助
成
金
」
と
い
う
。
）
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
を
、
過
去
五
年
以
内
と
す
る
。

過
去
五
年
以
内
に
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
、
雇
用
調
整
助
成
金
等
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と

(二)
し
た
事
業
主
又
は
事
業
主
団
体
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
の
役
員
等
（
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
関
与
し
た
者
に

限
る
。
）
が
、
事
業
主
又
は
事
業
主
団
体
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
の
役
員
等
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
事
業
主
又
は
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事
業
主
団
体
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
に
対
し
て
は
、
雇
用
関
係
助
成
金
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

過
去
五
年
以
内
に
雇
用
調
整
助
成
金
等
の
支
給
に
関
す
る
手
続
を
代
理
し
て
行
う
者
（
以
下
「
代
理
人
等
」
と
い

(三)
う
。
）
又
は
訓
練
を
行
っ
た
機
関
（
以
下
「
訓
練
機
関
」
と
い
う
。
）
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
、
証
明
等
を
行
い
事

業
主
又
は
事
業
主
団
体
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
が
雇
用
調
整
助
成
金
等
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た

こ
と
が
あ
り
、
当
該
代
理
人
等
又
は
訓
練
機
関
が
雇
用
関
係
助
成
金
に
関
与
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
雇
用
関
係
助

成
金
は
、
事
業
主
又
は
事
業
主
団
体
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
に
対
し
て
は
、
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

返
還
命
令
等

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
雇
用
調
整
助
成
金
等
の
支
給
を
受
け
た
事
業
主
又
は
事
業
主
団
体
若
し
く
は
そ

(一)
の
連
合
団
体
が
あ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
支
給
し
た
雇
用
調
整
助
成
金
等
の

全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
当
該
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
支
給
を

受
け
た
雇
用
関
係
助
成
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
返
還
を
命
ず
る
額
の
二
割
に
相
当
す
る
額
以
下
の
金
額
を
納
付
す
る

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

の
場
合
に
お
い
て
、
代
理
人
等
又
は
訓
練
機
関
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
、
証
明
等
を
し
た
た
め
雇
用
関
係
助
成

(二)

(一)
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金
が
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
そ
の
代
理
人
等
又
は
訓
練
機
関
に
対
し
、
そ
の

支
給
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
、
雇
用
関
係
助
成
金
の
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
の
納
付
を
す
る
こ
と
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

事
業
主
名
等
の
公
表

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
は
、

の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項
を
公

(一)

(二)

表
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

事
業
主
又
は
事
業
主
団
体
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
、
雇
用
調
整
助
成
金

等
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
場
合

ロ

代
理
人
等
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
、
証
明
等
を
行
い
事
業
主
又
は
事
業
主
団
体
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
が
雇

用
調
整
助
成
金
等
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合

ハ

訓
練
機
関
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
、
証
明
等
を
行
い
事
業
主
又
は
事
業
主
団
体
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
が
雇

用
調
整
助
成
金
等
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合

に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か

(二)

(一)
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ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項
と
す
る
こ
と
。

イ

イ
に
該
当
す
る
場
合

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

(一)

(イ)

(ニ)

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
を
行
っ
た
事
業
主
又
は
事
業
主
団
体
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
の
氏
名
並
び
に
事

(イ)
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
を
行
っ
た
事
業
主
又
は
事
業
主
団
体
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
の
事
業
の
概
要

(ロ)

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
、
雇
用
調
整
助
成
金
等
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
雇
用
調

(ハ)
整
助
成
金
等
の
名
称
、
支
給
を
取
り
消
し
た
日
、
返
還
を
命
じ
た
額
及
び
当
該
返
還
の
状
況

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
の
内
容

(ニ)
ロ

ロ
に
該
当
す
る
場
合

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

(一)

(イ)

(ハ)

偽
り
の
届
出
、
報
告
、
証
明
等
を
行
っ
た
代
理
人
等
の
氏
名
並
び
に
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

(イ)

偽
り
の
届
出
、
報
告
、
証
明
等
を
行
い
事
業
主
又
は
事
業
主
団
体
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
が
雇
用
調
整
助

(ロ)
成
金
等
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
雇
用
調
整
助
成
金
等
の
名
称
、
支
給
を
取
り
消
し
た
日
、
返

還
を
命
じ
た
額
及
び
当
該
返
還
の
状
況
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偽
り
の
届
出
、
報
告
、
証
明
等
の
内
容

(ハ)
ハ

ハ
に
該
当
す
る
場
合

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

(一)

(イ)

(ハ)

偽
り
の
届
出
、
報
告
、
証
明
等
を
行
っ
た
訓
練
機
関
の
氏
名
並
び
に
訓
練
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

(イ)

偽
り
の
届
出
、
報
告
、
証
明
等
を
行
い
事
業
主
又
は
事
業
主
団
体
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
が
雇
用
調
整
助

(ロ)
成
金
等
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
雇
用
調
整
助
成
金
等
の
名
称
、
支
給
を
取
り
消
し
た
日
、
返

還
を
命
じ
た
額
及
び
当
該
返
還
の
状
況

偽
り
の
届
出
、
報
告
、
証
明
等
の
内
容

(ハ)

４

そ
の
他

そ
の
他
の
助
成
金
に
つ
い
て
、
１
及
び
２
に
準
じ
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

二

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一

部
改
正

１

不
支
給
期
間
の
延
長
及
び
対
象
の
拡
大

現
在
、
過
去
三
年
以
内
に
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
、
雇
用
調
整
助
成
金
等
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け

(一)
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よ
う
と
し
た
事
業
主
に
対
し
て
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
を
、
過
去
五

年
以
内
と
す
る
。

過
去
五
年
以
内
に
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
、
雇
用
調
整
助
成
金
等
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と

(二)
し
た
事
業
主
又
は
事
業
主
団
体
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
の
役
員
等
（
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
関
与
し
た
者
に

限
る
。
）
が
、
事
業
主
の
役
員
等
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
事
業
主
に
対
し
て
は
、
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
を

支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

過
去
五
年
以
内
に
代
理
人
等
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
、
証
明
等
を
行
い
事
業
主
又
は
事
業
主
団
体
若
し
く
は
そ
の

(三)
連
合
団
体
が
雇
用
調
整
助
成
金
等
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
り
、
当
該
代
理
人
等
が
特
定

求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
に
関
与
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
は
、
事
業
主
に
対
し
て

は
、
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

返
還
命
令
等

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
の
支
給
を
受
け
た
事
業
主
が
あ
る
場
合
に
は
、

(一)
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
支
給
し
た
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
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す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
当
該
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
支
給
を
受
け
た
特
定
求
職
者
雇

用
開
発
助
成
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
返
還
を
命
ず
る
額
の
二
割
に
相
当
す
る
額
以
下
の
金
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

の
場
合
に
お
い
て
、
代
理
人
等
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
、
証
明
等
を
し
た
た
め
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金

(二)

(一)
が
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
そ
の
代
理
人
等
に
対
し
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
者

と
連
帯
し
て
、
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
の
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
の
納
付
を
す
る
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

事
業
主
名
等
の
公
表

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
場
合
は
、

の
イ
か
ら
ロ
ま
で
に
定
め
る
事
項
を
公
表
す

(一)

(二)

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

事
業
主
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
、
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ

う
と
し
た
場
合

ロ

代
理
人
等
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
、
証
明
等
を
行
い
事
業
主
が
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
の
支
給
を
受
け
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、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合

に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
及
び
ロ

(二)

(一)
に
定
め
る
事
項
と
す
る
こ
と
。

イ

イ
に
該
当
す
る
場
合

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

(一)

(イ)

(ニ)

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
を
行
っ
た
事
業
主
の
氏
名
並
び
に
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

(イ)

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
を
行
っ
た
事
業
主
の
事
業
の
概
要

(ロ)

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
、
事
業
主
が
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
特
定
求
職
者
雇
用
開

(ハ)
発
助
成
金
の
支
給
を
取
り
消
し
た
日
、
返
還
を
命
じ
た
額
及
び
当
該
返
還
の
状
況

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
の
内
容

(ニ)
ロ

ロ
に
該
当
す
る
場
合

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
項

(一)

(イ)

(ハ)

偽
り
の
届
出
、
報
告
、
証
明
等
を
行
っ
た
代
理
人
等
の
氏
名
並
び
に
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

(イ)

偽
り
の
届
出
、
報
告
、
証
明
等
を
行
い
事
業
主
が
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
特
定
求
職
者
雇
用

(ロ)
開
発
助
成
金
の
支
給
を
取
り
消
し
た
日
、
返
還
を
命
じ
た
額
及
び
当
該
返
還
の
状
況



- 19 -

偽
り
の
届
出
、
報
告
、
証
明
等
の
内
容

(ハ)

三

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

１

不
支
給
期
間
の
延
長
及
び
対
象
の
拡
大

現
在
、
過
去
三
年
以
内
に
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
、
雇
用
調
整
助
成
金
等
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け

(一)
よ
う
と
し
た
者
に
対
し
て
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

る
雇
用
関
係
助
成
金
（
以
下
こ
の
三
に
お
い
て
「
雇
用
関
係
助
成
金
」
と
い
う
。
）
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
し
て
い

る
も
の
を
、
過
去
五
年
以
内
と
す
る
。

過
去
五
年
以
内
に
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
、
雇
用
調
整
助
成
金
等
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と

(二)
し
た
事
業
主
又
は
事
業
主
団
体
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
の
役
員
等
（
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
関
与
し
た
者
に

限
る
。
）
が
、
建
設
事
業
主
等
又
は
職
業
訓
練
法
人
の
役
員
等
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
建
設
事
業
主
等
又
は
職
業
訓

練
法
人
に
対
し
て
は
、
雇
用
関
係
助
成
金
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

過
去
五
年
以
内
に
代
理
人
等
又
は
訓
練
機
関
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
、
証
明
等
を
行
い
事
業
主
又
は
事
業
主
団
体

(三)
若
し
く
は
そ
の
連
合
団
体
が
雇
用
調
整
助
成
金
等
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
り
、
当
該
代
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理
人
等
又
は
訓
練
機
関
が
雇
用
関
係
助
成
金
に
関
与
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
雇
用
関
係
助
成
金
は
、
建
設
事
業
主

等
又
は
職
業
訓
練
法
人
に
対
し
て
は
、
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

返
還
命
令
等

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
雇
用
関
係
助
成
金
の
支
給
を
受
け
た
建
設
事
業
主
等
又
は
職
業
訓
練
法
人
が
あ

(一)
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
支
給
し
た
雇
用
関
係
助
成
金
の
全
部
又
は
一
部
を
返

還
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
当
該
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
支
給
を
受
け
た
雇
用
関
係
助

成
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
返
還
を
命
ず
る
額
の
二
割
に
相
当
す
る
額
以
下
の
金
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

の
場
合
に
お
い
て
、
代
理
人
等
又
は
訓
練
機
関
が
偽
り
の
届
出
、
報
告
、
証
明
等
を
し
た
た
め
雇
用
関
係
助
成

(二)

(一)
金
が
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
そ
の
代
理
人
等
又
は
訓
練
機
関
に
対
し
、
そ
の

支
給
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
、

に
よ
る
雇
用
関
係
助
成
金
の
返
還
又
は
納
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
の
納
付
を
す

(一)

る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

そ
の
他
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一

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


